
 

 

本業と副業の労働時間を通

算して労務管理を行うとし

ています。また労働時間管理

については、簡便な労働時間

管理の方法として、「企業の

負担に配慮した管理モデル」

（以下、管理モデル）が示さ

れています。 

◆企業の負担に配慮した管

理モデル 

 管理モデルでは、副業・兼

業の開始前に、当該副業・兼

業を行う労働者と時間的に

先に労働契約を締結してい

た使用者Ａの事業場におけ

る法定外労働時間と、後から

労働契約を締結した使用者

Ｂの事業場における労働時

間（所定労働時間及び所定外

労働時間）とを合計した時間

数が、単月 100時間未満、複

数月平均 80 時間以内となる

範囲内において、各使用者の

事業場における労働時間の

上限をそれぞれ設定し、各使

用者がそれぞれその範囲内

で労働させるものとしてい

ます。 

 また、使用者Ａは自らの事

業場における法定外労働時

間の労働について、使用者Ｂ

は自らの事業場における労

働時間の労働について、それ

ぞれ自らの事業場における

36 協定の延長時間の範囲内

とし、割増賃金を支払うこと

とします。 

 これにより、それぞれの使

用者は、副業・兼業の開始後

においては、それぞれあらか

じめ設定した労働時間の範

囲内で労働させる限り、他の

使用者の事業場における実

労働時間の把握を要するこ

となく労基法を遵守するこ

とが可能となるとしていま

す。 

 

コロナと整理解雇 
◆予断許さず 

新型コロナについては、指

定感染症からは外す方向で

議論が進められるようです。

しかし、すでに緊急事態宣言

がなされてから痛手を負っ

ている企業も多く、今後の景

気回復も急激に良くなると

の予想はされていませんし、

倒産や解雇の増加という波

が時間差でやってくるとも

予想されます。また、冬に向

けて、新型コロナ感染者のさ

らなる増加や、ウイルスの変

異による感染力の増強、さら

に別のウイルス等による感

染症の発生なども考えられ

ます。 

今は何とか持ちこたえて

いる企業でも、企業体力や今

後の情勢によっては、コロナ

禍による業績の落込みから、

正社員の整理解雇等を検討

せざるを得なくなるかもし

れません。 

いくら「コロナだから。緊

急事態だから」と言ってみて

も、裁判例上は、コロナによ

る業績の落込みは、天災地変

等のやむを得ない事由ではな

く、経営上の理由による解雇

と扱われる場合がほとんどと

思われます。正社員の整理解

雇は、ご存じのように厳格な

要件（要素）で判断されます

（整理解雇の４要素）。 

◆可能な限り解雇を回避する 

この４要素の一つとして

「解雇回避努力義務の実行」

があります。整理解雇の実施

にあたっては、可能な限り雇

用を確保（解雇せざるを得な

い場合でも労働者の負担をな

るべく軽減）するべく、取れ

る方策を模索し、準備してお

くべきです。 

・転勤・出向等による異動 

・休業手当を支払って自宅

待機等の命令（一時帰休、再

就職支援休暇など） 

・休業手当相当の退職一時

金を支払い、雇用契約を合意

解約・訴訟となるリスクを考

慮しつつ、退職金の上積み等

を提案し、退職勧奨 

というような方策が考えられ

ます。コロナ等の事態が発生

した場合の整理解雇があり得

ること等は、就業規則や個別

の労働契約に明記しておくこ

とが重要です。 

 

 

◆改正内容 

① 複数事業労働者の方へ

の保険給付が、すべての働

いている会社の賃金額を

基礎に支払われるように

なります（これまでは災害

発生事業場での賃金額し

か保険給付の基礎とされ

ていませんでした）。 

② 新しく複数の事業の業

務を要因とする傷病等（負

傷、疾病、障害または死亡）

についても、労災保険給付

の対象となります。新しく

支給事由となるこの災害

を「複数業務要因災害」と

いいます。なお、対象とな

る傷病等は、脳・心臓疾患

や精神障害などです。 

複数事業労働者の方に

ついては、１つの事業場の

みの業務上の負荷（労働時

間やストレス等）を評価し

て業務災害に当たらない

場合に、複数の事業場等の

業務上の負荷を総合的に

評価して労災認定できる

か判断します。これにより

労災認定されるときには、

上記の「複数業務要因災

害」を支給事由とする各種

保険給付が支給されます。 

１つの事業場のみの業

務上の負荷を評価するだ

けで労災認定の判断がで

きる場合は、これまでどお

り「業務災害」として、業

務災害に係る各種保険給

付が支給されます。なお、

この場合であっても、すべ

ての就業先の事業場の賃

金額を合算した額を基礎

に保険給付されます。 

 

副業・兼業ガイドラインが

改定されました 
◆副業・兼業の促進に関する

ガイドライン 

 企業に広く兼業・副業を認

めることを促すよう、現行の

法令のもとでどういう事項

に留意すべきかをまとめた

「副業・兼業の促進に関する

ガイドライン」（以下、ガイ

ドライン）が、９月に改定さ

れました。 

◆改定の主な内容 

 今回の改定では、労働時間

の通算管理や、安全配慮義

務、秘密保持義務、競業避止

義務、誠実義務等についての

記述が新設されています。な

かでも注目されるのが、労働

時間の通算管理に関する事

項です。長時間労働や健康被

害を防ぐために、企業は、労

働者からの自己申告により

副業で働いた時間を把握し、

９月から複数事業労働者

向けの労災保険給付が始

まりました 
◆改正の趣旨 

これまでは、複数の会社で

働いている労働者の方につ

いて、働いているすべての会

社の賃金額を基に保険給付

が行われないこと、すべての

会社の業務上の負荷（労働時

間やストレス等）を合わせて

評価して労災認定されない

ことが課題でした。 

このため、多様な働き方を

選択する方やパート労働者

等で複数就業している方が

増えているなど、副業・兼業

を取り巻く状況の変化を踏

まえ、複数事業労働者の方が

安心して働くことができる

ような環境を整備する観点

から、労働者災害補償保険法

が改正されました。 

◆改正の対象者 

今回の改正制度の対象と

なるのは「複数事業労働者」

の方です。「複数事業労働者」

とは、被災した（業務や通勤

が原因でけがや病気などで

死亡した）時点で、事業主が

同一でない複数の事業場と

労働契約関係にある労働者

の方のことをいいます。 
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